
  

第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第3章    シンガポールの賃金事情

第1節    経済発展の歩みと賃金の状況
1    戦後の経済発展の歩み

シンガポールは、長くイギリスの植民地であったが、1963年にマレイシアの一州として独立した。植民
地時代には、東南アジアの中継貿易拠点として発展してきたが、独立に先立つ59年に現政権(人民行動党)
が発足すると、その下で精力的に工業開発が進められた。すなわち、60年代前半は、輸入せず、国内で
生産するという輪入代替政策を採って、雇用創出を図ろうとした。しかし、政治や経済政策をめぐる対
立が次第にマレー人と華人の対立に発展し、65年にはマレイシアから分離独立を余儀なくされて、輸入
代替戦略の基盤が崩れることとなった。

もともとシンガポールは、島国であるので、国内市場が狭く、輸出依存の形でしか発展できないという
制約があった。また、国内の企業は大半が商業と金融業で、製造業は極めて限られていた。

このため、政府は60年代後半から世界市場への輸出を目指し、外資導入により、労働集約的な電機産業
等を中心に工業化を進める方向に戦略を転換した。そして、海外からの直接投資を促すために、投資奨
励法、労働組合法等の整備が行われた。ちょうどこの時期は、欧米の多国籍企業が安価な労働力を求め
て海外進出を図った時期で、輸出指向型工業化は成功した。

製造業の発展に加え中継貿易や建設活動も活発化したことにより、シンガポールは60年代後半から70年
代初めにかけてテイクオフを遂げ、70年代末にはNIEsの一国に数えられるようになった。実質経済成長
率をみると、60～65年は年率5.7%、これに対して65～70年は13%、70～80年は8%であった。

70年代末になると、労働力コストの低いマレイシア、インドネシア、タイ等のアセアン諸国との競争関
係が強まってきたため、シンガポールは中心的産業を労働集約的産業からハイテク業種を主軸とした資
本集約型産業に移行させる、いわゆる産業構造高度化政策を本格的に開始した。これを促進するために
79～81年に高賃金政策(後述)が採られたが、生産性の伸びを上回る賃金の上昇等により、国際競争力の
低下を招いたとされている。また、不動産価格の高騰等による建設ブームの鎮静化に伴う内需の縮小
や、電機、造船(修復)、石油精製、観光等における外需の縮小等のため、85年には景気後退に陥った( 図
2-3-1 )。80年代前半の実質経済成長率は6.8%、85～91年は6.4%となった。

以上のような経済発展の過程で、国民1人当たりGDPも着実に増加を続けてきた。年平均増加率は、70年
代が16.7%、80年代(80～91年)が5.3%であった。世界銀行の資料によれば、65～89年の間の1人当たり
実質GDP増加率は、6%台後半で、韓国、台湾、香港と並び世界で最も高いグループに属する。また、高
度成長の過程で貧困層の割合も大幅に低下した。所得の不平等度も先進国並みに低い。

雇用失業情勢も大幅に改善した。就業者数は、65年には12万3,000人であったが、70年までに約5倍に増
加し、さらに70年から80年にかけては約1.6倍に増加した。しかし、その後伸びは緩やかになり、80年代
前半は年平均2～3%増、80年代後半は4～5%増で推移した。

図2-3-1 実質GDP成長率、消費者物価上昇率及び失業率の推移
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一方、失業率は、65年には、10.0%(推計値)であったが、工業化の進展とともに低下し、70年6.1%、80
年3.8%、85年4.1%、90年には2.0%となった。
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1    戦後の経済発展の歩み

(2)    産業構造の変化

シンガポールの産業構造の変化を名目GDPの構成比の変化でみると、1960年の工業化スタート時は製造
業11.4%、商業(卸売・小売業、ホテル・飲食店等)32.1%、運輸・通信業13.3%、金融・保険・不動産業
(ビジネス・サービスを含む。)14.0%と、商業が中心であったが、70年には製造業20.0%、商業27.0%、
運輸・通信業10.6%、金融・保険・不動産業16.4%と製造業の構成比が上昇し、さらに80年には製造業
29.0%、商業21.7%、運輸・通信業14.0%、金融・保険・不動産業19.7%とさらに製造業の比率が高まっ
た( 表2-3-1 )。最近の92年には、製造業27.9%、商業15.9%、運輸・通信業13.7%、金融・保険・不動産
業27.0%となっており、現在シンガポールを支える二大産業は製造業と金融・保険・不動産業であるとい
える。

製造業業種別生産額をみると、60年代後半は造船、70年代前半は石油製品が大きなシェアを占めていた
が、70年代後半以降、エレクトロニクス製品が伸び、92年には全体の40.5%と、圧倒的なシェアを占め
るに至っている。

就業者数の産業別構成比をみると、製造業は65年に全体の41.8%を占めていたが、70年22.0%、80年
30.1%、92年27.5%と3割弱に低下してきている( 表2-3-2 )。商業は、65年の6.9%(この年のみ金融・保
険・不動産業を含む。)から70年には23.4%に上昇したが、その後は80年21.3%、92年22.6%と2割程度
を保っている。運輸・通信業は、65年の17.5%から70年の12.1%を経て、80年代以降は80年11.1%、92
年10.1%と1割程度で推移している。金融・保険・不動産業は、70年の4.0%から80年は7.4%、92年は
10.9%と上昇している。

表2-3-1 産業別国内総生産
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表2-3-2 産業別就業者数の推移
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(1)    賃金上昇率の変化

産業全体の賃金の推移は、 表2-3-3 のとおりである。賃金上昇率の推移を見ると、第一次石油危機後の
74年、75年に高騰した後、76～78年は概ね5～7%と比較的低い水準となった。これには、当時政府が外
資導入のため賃金抑制政策を行ったことも影響しているとみられる。しかし、79年以降は81年まで逆に
高賃金政策が採られたことから賃金上昇率が高まり、82年には15%に達した。その後は、不況の影響を
受けて2%程度に低下した86年、87年を除き、5～10%で推移している。

賃金上昇率と労働生産性上昇率の動きを比べると、両者は概ね連動しているが、生産性上昇率が大幅に
変動した場合には賃金上昇率が1年ぐらい遅れて変動する傾向が見られる( 図2-3-2 )。しかし、89年以降
は名目生産性上昇率がかなり低下(89年8.6%→92年4.4%)したのに対して、賃金上昇率の低下(6大産業；
89年9.8%→92年7.5%)は緩やかであり、賃金上昇率が名目生産性上昇率を上回る状況が続いている。
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(2)    産業間賃金賃金格差

産業別の賃金水準をみると、80年以降一貫して最も高いのは金融・保険・不動産業で、対社会・個人
サービス業、運輸・通信業がこれに続いている( 図2-3-3 )。製造業は80年には6大産業の中では最も低
かったが、81年には商業を、そして85年には建設業を上回り、運輸・通信業に近づきつつある。産業間
の賃金格差は6大産業平均を100とすると、80年には最高が134、最低が83であったが、92年には最高が
125、最低(商業)が86となっており、縮小傾向にある( 表2-3-4 )。
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(3)    職種間賃金格差

職種間の賃金格差(全職種=100)をみると、72年においては管理・専門職が253、事務、販売、サービス職
が85、生産、運輸等の職種が67と、格差が大きかったが、その後管理・専門職の賃金水準が相対的に低
下し、格差が縮小してきている( 表2-3-5 )。89年においても専門・管理職と事務・販売・サービス職又は
生産・運輪等職の間には2.7～2.8倍の格差がある。

表2-3-3 賃金額及び賃金上昇率の推移
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図2-3-2 賃金、労働生産性の上昇率の推移
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図2-3-3 産業別月間実収賃金額の推移

表2-3-4 産業間賃金格差の推移
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表2-3-5 職種間賃金格差の推移
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1    70～80年代の賃金政策

1972年に全国賃金審議会(NWC)が設立されるまでは、労使が行う賃金交渉に政府は介入せず、また、労
使も交渉に際して国全体の経済的要因を考慮しなかった。

60年代以降工業化が進展する中で、シンガポール経済は完全雇用の状態に近づき、賃金が急速に上昇し
始めた。人口が限られており、また、農業部門からの労働力の移動も存在しないため、比較的早い時期
から労働力不足が生じてきたのである。政府は、このまま上昇が続けば、産業の国際競争力を損なう恐
れがあると判断した。特に懸念したのは、急激な賃金上昇が外資の導入を阻害しはしないかということ
であった。そして、これを解決するには国全体の社会・経済的な優先性を考慮した秩序ある賃上げが必
要であるとして、72年政労使三者構成による全国賃金審議会(NWC)を設立した。NWCには、1)賃金政策
に関する一般的なガイドラインの作成を援助する、2)長期的な経済的、社会的発展と矛盾しない一貫し
た賃金体系を開発するために、賃金構造の改革を勧告する、3)種々の企業における業務の生産性向上の
ための望ましい奨励制度について助言するという目的が与えられた。しかし、NWCは実際には、以後毎
年勧告という形で賃上げ率のガイドラインを具体的に示した。

勧告の策定にあたって、NWCは関係者にそのための意見書の提出を求める。しかし、実際の勧告内容の
決定には政府の意向が強く反映される。また、本来、この審議会の勧告は、政府部門に対してのみ強制
力を有し、民間部門に対しては強制力を持たないこととなっているが、実際には民間企業も政府のガイ
ドラインに合わせて賃金を設定してきた。

過去に出されたガイドラインは、次のようなものである。
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第2節    賃金政策
1    70～80年代の賃金政策

(1)    1972～78年

1960年代に労働集約型工業化が達成された後、70年代に政府は、工業の高付加価値化、研究開発投資の
誘致促進、金融部門の育成等を柱とする産業高度化を目指そうとした。しかし、73年の石油危機によっ
て、これらを実現する施策の実行は大幅に遅れ、この時期は、60年代の政策の修正にとどまった。勧告
は景気が後退する74年までは高インフレへの配慮もあり、8～10%とやや高めであったが、75年以降は労
働コストを抑さえて外資を誘致するため、6%前後と穏やかなものとなった( 表2-3-6 )。また、勧告に
沿って賃金引上げを行う際に定期昇給分を賃上げに含めることを認めるようになった。そして、賃金上
昇率を生産性上昇率に連動させるという考え方を提案した。さらに、75年以降NWCは、賃上げ率だけで
なく、種々の方策を勧告に盛り込むようになった。例えば、77及び78年には勤務評定に基づく定期昇給
を提案した。また、75年以降の世界不況からの回復期にあって、労働力の移動を抑制するため、勤続期
間が12ヵ月以下の間に自発的に転職した労働者に対しては、NWC勧告による賃金引上げの適用を拒否す
るよう勧告した。

表2-3-6 NWCの勧告の概要
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第2節    賃金政策
1    70～80年代の賃金政策

(2)    1979～81年

政府は、「今日労働需要はきわめて高く、シンガポールが誘致・奨励したい高度な技術投資を支えるの
に十分ではない」(ゴー・チョクトン通産相-当時)ため、機械の導入による労働者の代替を促すような高
率の賃上げを行って、労働力の非効率的な企業を振り落とす必要があるとし、79年から3年間にわたって
いわゆる高賃金政策が実施された。79年のNWC勧告では、1)全労働者の基本月給の一律32Sドル(80年は
33Sドル、81年は32Sドル)(定額)プラス7%(定率)という大幅な賃上げと、2)中央積立基金( 注 )の雇用主
負担率の4%引上げ、3)労働者の質の向上を目的とした訓練の費用補助のための技能開発基金の設立と同
基金の財源とするための賦課金(月給750ドル以下の雇用者一人当たり2%又は5ドル)の雇用主からの徴収
が提案され、80年及び81年も同様であった。

(注)   

中央積立基金(CPF)は、定年後(シンガポールでは一般に55歳)に備えての年金あるいは退職金の積立制度であるが、公共住宅の購
入に際しては積立金の90%までを引き出すことができるので、財産形成貯蓄でもある。使用者及び雇用者がそれぞれ給与の一定
比率を積み立てる。この拠出比率は、貸上げ等の状況に応じて政府が決めている。79年に賃上げ率が20%になったとき、政府は
インフレを回避する目的で、同基金への拠出比率を各25%ずつに引き上げた。また、86年には労働コストを下げる目的で、使用
者拠出の比率が2年間を条件に25%から10%に引き下げられた。シンガポールは、労働者の年齢構成上若年労働者が多いので、
同基金の蓄積額は大きく、政府はこれを政策財源として大いに活用している。
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2    高賃金政策の影響

高賃金政策が実施された3年間の賃上げ勧告を積み上げると、賃金引上げ率は54～58%となった。これか
ら、雇用主が中央積立基金及び技能開発基金に拠出する分と、雇用者が中央積立基金に拠出する分を除
くと、雇用者が実際に受けた賃上げは42～46%であった。この勧告の実施割合は、きわめて高く、全企
業の80～90%が勧告を実施し、全産業の時給は78年8月の1.81ドルから81年8月には45.9%増の2.64ドル
に上昇した。3年間の消費者物価の上昇率は20%強であったので、差し引くと、この間、20%を超える大
幅な実質賃金の上昇があったことになる( 注 )。

次に労働コスト面への影響を見よう。製造業の賃金上昇率は、高賃金政策の実施によって79年から81年
まで高まったが、この時期は実質生産性上昇率も高まったため、単位労働コスト(賃金/実質生産性)の上
昇は年率5%程度と、比較的抑えられた( 図2-3-4 )。しかし、82年、83年には生産性上昇率が大幅に落ち
込む一方、賃金上昇率は引き続き高水準となったため、単位労働コストは10%を超える上昇となっ
た。84年以降は、生産性上昇率の回復と賃金上昇率の低下により、単位労働コスト上昇率は大幅に低下
していった。

以上のような単位労働コストの動向によれば、82年から83年にかけて価格引上げ圧力が増大したと考え
られるが、実際の価格(付加価値デフレータ)の動向を見ると、それより前の79年、80年に大幅に上昇
し、81年以降は概ね落ち着いた動きになっている。したがって高賃金政策による賃金の引上げは、スト
レートに価格の引上げにつながったともみられる。また、賃金総額の付加価値額に対する比率を見る
と、79年の26.7%から80年にいったん低下した後、上昇し、83年に29.2%となったが、以後低下に向
かった。労働コストの負担増大は、価格の引上げによって抑えられた上、一時的なものにとどまったと
いえよう。

図2-3-4 製造業の賃金、労働生産性、単位労働コスト及び付加価値デフレータの変化率
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高賃金政策は当初の計画通り3年間で終了した。82年の勧告に当たっては、引き続き高賃上げをすべきと
の意見も出されたが、国際競争力を失うと懸念する政府幹部の強い反対もあって押さえられた。しか
し、産業全体では82年以降も、賃金の伸びは生産性の伸びを大幅に上回った。この理由としては、1)専
門職及び学卒者を中心とした労働力不足があり、82～84年に企業が労使交渉において提示した実際の賃
上げ率はNWCの勧告を上回るものであったこと、2)労使及び投資家は、この高賃金政策が「永続的な高
賃金政策」であると誤解し、この3年以後も高い賃金上昇が続くと予想して行動したこと等がある。

しかし、この数年間における労働コストの上昇によって、地場資本、外資を問わず、労働集約型企業が
国外にシフトし、その後にハイテク製造業やサービス業が進出して産業構造が知識集約型ないし資本集
約型へと高度化したといわれている。この点に関連して、この時期製造業の業種別構成や生産性にどの
ような変化が生じたかを見ると、次のとおりである。

まず、79年における労働生産性(付加価値額/従業者数)の業種別格差(製造業計=100)をみると、「紡織、
被服、皮革」(39)、「木材、木製品」(68)、「紙、印刷、出版」(78)、「電気・電子製品、部品」(79)な
どが主な低生産性業種であり、これらの業種は賃金水準も相対的に低かった( 表2-3-7 )。一方、高生産
性、高賃金の業種は、石油精製(1,191)、その他の化学製品(245)、一次金属(238)、非金属鉱物製品(156)
などであった。次に、高賃金政策が開始された79年から5年後の84年にかけての低生産性業種の従業者数
構成比(製造業計=100%)の変化をみると、「紡織、被服、皮革」が15.6%から11.6%へ、「木材・木製
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品」が6.3%から4.5%へと低下した。この低下幅はそれより前の74～79年の低下幅と比べるとかなり大き
いといえる。「紙、印刷、出版」の構成比はやや上昇し、「電気・電子製品、部品」は23.3%から26.5%
へと約3ポイント上昇した。しかし、これらの業種では、同時に生産性が大幅に向上しており、84年には
製造業平均とほぼ等しくなっている。一次、高生産性業種の従業者数の構成比は、小幅ではあるが全体
的に上昇した。このように、79年から84年にかけて、繊維関係や木材、木製品といった生産性の低い業
種のウェイトの低下と、製造業の中心的存在である電気・電子製品の生産性の大幅な上昇及びウェイト
の増大という二つの変化が起こった。これらは、製造業全体の生産性の上昇にも大きく寄与したと考え
られる。

表2-3-7 製造業業種別労働生産性格差等の推移

高賃金政策は、知識・技術集約型産業の伸展の契機となったこと及び労働者の技能水準の向上を促した
ことによって、その後のシンガポール経済の発展基盤の形成に寄与した。高賃金政策のねらいは達成さ
れ、しかも成功に終わったといえる。

(注)   

ここに記した勧告の賃上げ率及び実施状況は、ギャリー・ロダン著「シンガポール工業化の政治経済学」(三一書房1992年)から
引用した。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
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第2部    アジアNIEs・アセアン諸国の賃金変化
第3章    シンガポールの賃金事情

第2節    賃金政策
3    最近の賃金政策

85年からの大幅な景気後退は、シンガポールにとって初めての経験であった。政府はこれへの対応策の
一つとして、CPFの拠出率の引上げと高賃金政策終了後も続いた賃金の大幅な上昇によって高まった労働
コストの引下げを行うこととし、86年、87年の2年間にわたり賃金抑制の勧告が出された。この時、政府
は全国労組会議(NTUC)から賃金抑制を求められたのであったが、このような労働組合の行動は政府と同
会議の共生的関係の表れとされている( 注1 )。

NWCは労働争議の件数を減らし、秩序ある賃金引上げを保障することにおいて、成果をあげたが、その
一方で、強力な指導性を発揮したため、企業レベルでの労使関係の成長を妨げたといわれている。特に
80年代初頭までは、NWC勧告の影響力は大きく、当時、全国労組会議(NTUC)の事務局長は、「賃上げ交
渉が長引いて身動きが取れなくなったときには、労使とも、NWCのガイドラインをいつも最も便利な案
として取り扱う傾向を持つようになり、団体交渉における交渉能力を失ってしまった」と述べている。
このため、産業あるいは企業ごとの景況や業績に応じた柔軟な賃上げが重要であるのに、それができな
くなっているとの指摘もある。そこで、NWCは89年からは具体的に数字を明示せず、賃上げは生産性の
伸び以下にすべきとの抽象的な勧告にとどめている。

また、NWCは、88年の勧告以降、フレキシブル・ウエッジ・システムの導入を推進している。フレキシ
ブル・ウエッジ・システムとは、NWCが経済委員会(賃金制度改革諮問委員会、85年4月設置)の答申結果
を踏まえ将来にわたる国際競争力の維持のために考えたもので、基本給の改定は生産性向上の範囲内に
とどめ、景気による業績変化の調整はボーナスで行うのが望ましいとするものである。具体的には、1)
賃金は、基本給と年間補充賃金(Annual Wage Supplement：AWS)及び可変給( 注2 )とし、AWSと可変給
と合わせて賃金全体の20%は可変的なものとすること、2)労働者の収入の安定を確保するため、賃金総
額の変動の幅を1.5倍までとすること、3)可変的賃金の支払いは半年又は年に1回とすること等を内容とし
ている。また、AWSとして契約・協約に明記される賃金を次第に減少させ、業績に応じて支給するボー
ナスを増加させることとなっている。なお、可変的賃金の算定方法については、利益、付加価値、物的
生産性等による各社独自の支給基準を確立すべきであるとしている。

しかし、現状では、NWCの生産性に見合う賃上げという方針とは裏腹に、人手不足のため、賃金及び
ボーナスはともに上昇しており、フレキシブル・ウエッジ・システムの定着には至っていない。

(注1)   

世界銀行「THE LESSONS OF EAST ASIA；Singapore」(1991年)p.17

(注2)   

AWSは、もともと75年に導入されたものであり、当初は賃金月額の1～3ヵ月分が固定的に支給されていたが、現在は最低1ヵ月
分は支給しなければならないと雇用法で規定されている。政府の調査によると、労組のある企業の85%、未組織企業の70%が何
らかの形でAWSを導入している。
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可変給とは、好況時には企業の業績に応じて支給されるが、不況期には支給されないことが多い、業績によって額が変動する
ボーナスである。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare
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